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文京区国民保護計画（変更素案）の現行計画からの主な変更点に係る対照表 

※「備考」欄の区分…「国」：国の基本指針の変更による変更、「都」：都国民保護計画の変更による変更、「区」：区独自の変更 

計画変更素案 

該当頁 
新（変更素案） 旧（現行） 備考 

P.4 

第１編第１章 

第４節 計画の基本的な考え方 

３ テロへの対処を重視する 

 この計画は、世界の首都や大都市で大規模なテロが多く発生

している状況や、国内外の注目が集まる東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会への危機管理の視点を踏まえ、緊

急対処事態（大規模なテロ等）への対処を重視する。 

第４節 計画の基本的な考え方 

３ テロへの対処を重視する 

 この計画は、世界の首都や大都市で大規模なテロが多く発生

している状況を踏まえ、緊急対処事態（大規模なテロ等）への

対処を重視する。 

都 

P.17 

第１編第４章 

(7) 住宅 

（略）そのため、耐震改修促進事業や市街地再開発事業等を活

用し、建築物の不燃化・耐震化を促進してきた。今後とも、細

街路の整備やオープンスペースの確保など住環境の改善や防

災性の向上を図っていくことが必要である。 

 また、災害時に火災等の危険性が高い大塚五・六丁目を対象

に、「燃えない・燃え広がらないまち」をめざし、東京都の「不

燃化特区」制度を活用して文京区不燃化推進特定整備事業（不

燃化特区事業）を実施している。 

(7) 住宅 

（略）そのため、木造住宅密集市街地整備促進事業や市街地再

開発事業等を活用した共同化などにより、建築物の不燃化・耐

震化を促進してきた。今後とも、細街路の整備やオープンスペ

ースの確保など住環境の改善や防災性の向上を図っていくこ

とが必要である。 

 木造住宅密集地区における住環境の改善、良質な住宅供給、

防災性の向上を図るため、老朽木造住宅等の建て替えや道路、

広場等の整備を進める木造住宅密集市街地整備促進事業を千

駄木・向丘地区で実施している。 

区 

P.18 

第１編第５章 

第１節 想定する事態類型 

この計画では、世界の首都や大都市でテロが多く発生してい

る状況や、国内外の注目が集まる東京 2020 オリンピック・パ

ラリンピック競技大会への危機管理の視点を踏まえ、緊急対処

事態（大規模なテロ等）への対処を重視する。 

第１節 想定する事態類型 

 この計画では、世界の首都や大都市でテロが多く発生してい

る状況を踏まえ、緊急対処事態（大規模なテロ等）への対処を

重視する。 

  

都 

【資料第２号】 



2 

 

計画変更素案 

該当頁 
新（変更素案） 旧（現行） 備考 

また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を

控え、競技大会や重要インフラ等を狙ったサイバー攻撃が予想

されるなど、区内におけるサイバーテロの脅威が高まってい

る。サイバーテロは、区民生活や都市活動に大きな影響を与え

るとともに、緊急対処事態に発展するおそれもあることから、

都や関係機関等と連携しながら、その動向に注視し適切に対応

していく。 

 

P.31 

第２編第１章 

第４節 情報収集・提供等の体制整備 

(1) 基本的考え方 

① 情報収集・提供のための体制の整備 

（略） 

また、国からの迅速な情報通信の確保のため、緊急情報

ネットワークシステム（Em-Net）、全国瞬時警報システム

（J-ALERT）を活用する。 

第４節 情報収集・提供等の体制整備 

(2) 基本的考え方 

① 情報収集・提供のための体制の整備 

（略） 

（記載無し） 

 

国 

P.33 

第２編第１章 

第４節 情報収集・提供等の体制整備 

(2) 警報等の伝達に必要な準備 

②  防災行政無線の整備 

区は、武力攻撃事態等における迅速な警報の伝達等に必

要となる同報系その他防災行政無線の整備を図る。 

また、国からの迅速な情報通信の確保のため、全国瞬時

警報システム（J-ALERT）を活用する。 

 

（削除） 

第４節 情報収集・提供等の体制整備 

(2) 警報等の伝達に必要な準備 

② 防災行政無線の整備 

区は、武力攻撃事態等における迅速な警報の伝達等に必

要となる同報系その他防災行政無線の整備を図る。 

同報系防災行政無線の整備に当たっては、今後、国によ

る全国瞬時警報システム（J-ALERT）の整備状況を踏ま

えて、検討する。 

※ 【全国瞬時警報システム（J-ALERT）】 

対処に時間的余裕のない弾道ミサイル攻撃に係る警報

国 
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計画変更素案 

該当頁 
新（変更素案） 旧（現行） 備考 

や自然災害における緊急地震速報、津波警報等を、住民に

瞬時かつ確実に伝達するため、国が衛星通信ネットワーク

を通じて、直接区市町村の同報系防災行政無線を起動し、

サイレン吹鳴等を行うシステム。平成１６年度及び平成１

７年度に実証実験を行い、平成１９年２月より、津波警報

等一部の情報の送信が開始されている。 

P.40 

第２編第２章 

(1) 避難に関する基本的事項 

 ④ 高齢者、障害者等要配慮者への配慮 

   区は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等

自ら避難することが困難な者の避難について、自然災害時

への対応として作成する文京区避難行動要支援者避難支

援プラン（全体計画）を活用しつつ、要配慮者の避難対策

を講じる。その際、避難誘導時において、対策本部福祉部

と対策本部避難・誘導部が連携し、迅速かつ的確に実施す

る。 

（削除） 

(1) 避難に関する基本的事項 

 ④ 高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮 

   区は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等

自ら避難することが困難な者の避難について、自然災害時

への対応として作成する避難支援プランを活用しつつ、災

害時要援護者の避難対策を講じる。その際、避難誘導時に

おいて、対策本部福祉部と対策本部避難・誘導部が連携し、

迅速かつ的確に実施する。 

 ※【災害時要援護者の避難支援プランについて】 

  平成１７年３月に策定（平成１８年３月に改定）された「災

害時要援護者の避難支援ガイドライン」では、「武力攻撃やテ

ロ発生時においても、避難誘導に当たっては、自然災害時と

同様、高齢者、障害者等の要援護者への配慮が重要であるが、

平素から、自然災害時における取組みとして行われる災害時

要援護者の避難支援プランを活用することが重要である」と

されている。 

  避難支援プランは、災害時要援護者の避難を円滑に行える

よう「要援護者支援に係る全体的な考え方」と「要援護者一

都 

区 
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計画変更素案 

該当頁 
新（変更素案） 旧（現行） 備考 

人一人に対する個別計画」で構成される。要援護者一人一人

の避難支援プランを実施するためには、要援護者情報の把

握・共有が不可欠であるが、その方法としては、①同意方式、

②手上げ方式、③共有情報方式の 3 つの方法があり、これら

により共有した情報をもとに一定の条件や考え方に基づき、

支援すべき要援護者を特定し、福祉関係部局と防災関係部局

が連携の下で、要援護者各個々人の避難支援プランを作成す

ることとなる（家族構成や肢体不自由の状況、避難支援者や

担当している介護保険事業者名などを記載）。 

P.45 

第２編第３章 

第１節 区における備蓄、調達 

(2) 国民保護措置の実施のために特に必要と想定される物資及

び資材 

（略） 

※ 国民保護措置の実施のため特に必要となる化学防護服や放

射線測定装置等の資機材については、国がその整備や整備の促

進に努めることとされ、また、安定ヨウ素剤や天然痘ワクチン

等の特殊な薬品等のうち国において備蓄・調達体制を整備する

ことが合理的と考えられるものについては、国において必要に

応じて備蓄・調達体制の整備等を行うこととされている。 

第１節 区における備蓄、調達 

(2) 国民保護措置の実施のために特に必要と想定される物資及

び資材 

（略） 

（記載無し） 

都 

P.50 

第３編第２章 

第１節 区対策本部の設置 

(1) 区対策本部の設置の手順 

 ④ 区対策本部の開設 

   区対策本部担当者は、文京シビックセンター防災センタ

ーに区対策本部を開設するとともに、区対策本部に必要な

第１節 区対策本部の設置 

(1) 区対策本部の設置の手順 

 ④ 区対策本部の開設 

   区対策本部担当者は、文京シビックセンター庁議室に区

対策本部を開設するとともに、区対策本部に必要な各種通

区 
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計画変更素案 

該当頁 
新（変更素案） 旧（現行） 備考 

各種通信システムの起動、資材の配置等必要な準備を開始

する（特に、関係機関が相互に電話、ＦＡＸ、電子メール

等を用いることにより、通信手段の状態を確認する。）。 

信システムの起動、資材の配置等必要な準備を開始する

（特に、関係機関が相互に電話、ＦＡＸ、電子メール等を

用いることにより、通信手段の状態を確認する。）。 

P.50 

第３編第２章 

第１節 区対策本部の設置 

(1) 区対策本部の設置の手順 

 ⑥ 本部の代替機能の確保 

   区は、区対策本部が被災した場合等区対策本部を文京シ

ビックセンター内に設置できない場合は、文京スポーツセ

ンター内に必要な機材及び設備等を整備し、区対策本部を

設置する。 

第１節 区対策本部の設置 

(1) 区対策本部の設置の手順 

 ⑥ 本部の代替機能の確保 

   区は、区対策本部が被災した場合等区対策本部を文京シ

ビックセンター内に設置できない場合は、被災状況に応じ

て、区施設の中から指定する。 

区 

P.55 

第３編第２章 

第１節 区対策本部の設置 

(4) 区対策本部における広報等 

 ② 広報手段 

   広報誌、テレビ・ラジオ放送、記者会見、問い合わせ窓

口の開設、区ホームページ、フェイスブック及びツイッタ

ー等のほか様々な広報手段を活用して、住民等に迅速に提

供できる体制を整備する。 

第１節 区対策本部の設置 

(4) 区対策本部における広報等 

 ② 広報手段 

   広報誌、テレビ・ラジオ放送、記者会見、問い合わせ窓

口の開設、インターネットホームページ等のほか様々な広

報手段を活用して、住民等に迅速に提供できる体制を整備

する。 

区 

P.58 

第３編第３章 

第１節 国・都の対策本部との連携 

(2) 国・都の現地対策本部との連携 

 （略）また、運営が効率的であると判断される場合には、必

要に応じて、国・都と調整の上、共同で現地対策本部を設置

し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対策本部の

運用を行う。 

  国の現地対策本部長が武力攻撃事態等合同対策協議会を

第１節 国・都の対策本部との連携 

(2) 国・都の現地対策本部との連携 

 （略）また、運営が効率的であると判断される場合には、必

要に応じて、国・都と調整の上、共同で現地対策本部を設置

し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対策本部の

運用を行う。 

 

国 
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計画変更素案 

該当頁 
新（変更素案） 旧（現行） 備考 

開催する場合には、区対策本部として当該協議会へ参加し、

国民保護措置に関する情報の交換や相互協力に努めるものと

する。 

※国の現地対策本部長は、国民保護措置に関する情報を交換し、

それぞれの実施する国民保護措置について相互に協力するため、

必要に応じ、現地対策本部と関係地方公共団体の国民保護対策本

部等による武力攻撃事態等合同対策協議会を開催するものとさ

れている。 

P.62 

第３編第４章 

(2) 国民の権利利益に関する文書の保存 

 （略）また、国民の権利利益の救済を確実に行うため、武力

攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐために、保管等の配

慮を行う。 

  区は、これらの手続に関連する文書等について、武力攻撃

事態等が継続している場合及び国民保護措置に関して不服申

し立て又は訴訟が提起されている場合には保存期間を延長す

る。 

(2) 国民の権利利益に関する文書の保存 

 （略）また、国民の権利利益の救済を確実に行うため、武力

攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐために、保管等の配

慮を行う。 

 

国 

都 

P.72 

第３編第５章 

第２節 避難住民の誘導等 

(3) 避難住民の誘導 

⑫ 都に対する要請等 

（略）その際、特に、東京ＤＭＡＴ等の応急医療体制と

の連携に注意する。 

第２節 避難住民の誘導等 

(3) 避難住民の誘導 

⑫ 都に対する要請等 

（略）その際、特に、都による救護班等の応急医療体制

との連携に注意する。 

都 

P.85 

第３編第７章 

(2) 都に対する報告 

区は、都への報告に当たっては、原則として、「武力攻撃事

態等における安否情報の収集・提供システム」（以下「安否情

(2) 都に対する報告 

区は、都への報告に当たっては、原則として、省令様式第

３号に必要事項を記載した書面（電磁的記録を含む）により

国 
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計画変更素案 

該当頁 
新（変更素案） 旧（現行） 備考 

報システム」という。）への入力で行い、安否情報システムが

利用できない場合には、省令様式第３号に必要事項を記載し

た書面（電磁的記録を含む）により都に送付する。 

都に送付する。 

P.95 

第３編第８章 

第４節 ＮＢＣ攻撃による災害への対処等 

 ④ 汚染原因に応じた対応 

  ア 核攻撃等の場合 

（略） 

また、措置に当たる要員に防護服を着用させるととも

に、被ばく線量の管理を行いつつ、活動を実施させる。 

区は、都及び自衛隊等関係機関が実施する、避難住民

等（運送に使用する車両及びその乗務員を含む。）の避難

退域時検査及び簡易除染その他放射性物質による汚染の

拡大を防止するため必要な措置に協力する。 

第４節 ＮＢＣ攻撃による災害への対処等 

 ④ 汚染原因に応じた対応 

  ア 核攻撃等の場合 

   （略） 

また、措置に当たる要員に防護服を着用させるととも

に、被ばく線量の管理を行いつつ、活動を実施させる。 

 

国 

P.99 

第３編第１０

章 

第１節 保健衛生の確保 

(1) 保健衛生対策 

  区は、避難先地域において、巡回健康相談等を行うため、

保健師班を編成して避難所等に派遣するものとし、都は要請

に基づき区市町村の支援及び補完を行う。 

第１節 保健衛生の確保 

(1) 保健衛生対策 

  区は、避難先地域において、都と協力し、巡回健康相談等

を行うため、保健師班を編成して避難所等に派遣する。 

都 

P.100 

第３編第１０

章 

第２節 廃棄物の処理 

(2) 廃棄物処理対策 

① 区は、「災害廃棄物対策指針」（平成２６年環境省大臣官

房廃棄物・リサイクル対策部作成）を参考として、防災計

画に準じて処理する。 

② 区は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとと

第２節 廃棄物の処理 

(2) 廃棄物処理対策 

① 区は、「震災廃棄物対策指針」（平成１０年厚生省生活衛

生局作成）を参考として、防災計画に準じて処理する。 

② 区は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとと

もに、処理能力が不足する、又は不足すると予想される場

区 
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計画変更素案 

該当頁 
新（変更素案） 旧（現行） 備考 

もに、処理能力が不足する、又は不足すると予想される場

合については、特別区、清掃一部事務組合、清掃協議会、

東京都及び関係事業者と緊密な連携を図りながら処理を

行う。 

合については、都に対して他の区市町村との応援等に係る

要請を行う。 

P.107  

第５編第１章 

第１節 危機管理体制の強化 

(1) 大規模集客施設等との連携 

① （略）そのため、都が設置した「テロ等の危機に関する

事業者連絡会（平成１８年９月設置）」の取り組みを踏ま

え、危機管理の強化や危機情報の共有等を図る。 

第１節 危機管理体制の強化 

(1) 大規模集客施設等との連携 

① （略）そのため、連絡会議を設置し、緊急連絡体制の整

備、各施設の危機管理の強化、テロ等の危機情報の共有等

を図り、特に緊密な連携体制を強化していく。 

都 

P.107  

第５編第１章 

第１節 危機管理体制の強化 

(2) 「地域版パートナーシップ」を活用した連携体制 

  区は、「テロを許さない街づくり」の実現のため、「地域版

パートナーシップ」を活用し、各警察署、関係行政機関、民

間事業者等を連携して、テロに対する危機意識の共有や大規

模テロ等の発生時における協働対処体制の整備等に取り組

む。 

※ 【地域版パートナーシップ】 

  各警察署において、「テロを許さない街づくり」をスロー

ガンにテロ等を想定した合同訓練や、区民の理解と協力を呼

びかける広報活動などを行っている。 

第１節 危機管理体制の強化 

（記載無し） 

都 

P.110 

第５編第２章 

第３節 警戒対応 

(2) 警戒対応の基準 

区は、都が整備した「東京都管理施設テロリズム等警戒対

応基準」（平成１８年決定）に準拠し、区が管理する施設にお

第３節 警戒対応 

(2) 警戒対応の基準 

区は、危機情報の緊急性に応じて都が整備した「警戒対応

の基準」（統一した警戒レベル）に準拠し、区が管理する施設

都 



9 

 

計画変更素案 

該当頁 
新（変更素案） 旧（現行） 備考 

ける同基準を整備する。 における同基準を整備する。 

P.111 

第５編第３章 

第１節 区対策本部の設置指定が行われている場合 

（略）また、警察・消防・自衛隊等関係機関との連携を強化し、

緊急対処保護措置を迅速かつ的確に行うため、必要に応じて区

緊急対処事態現地対策本部等を設置する。 

国の現地対策本部長が緊急対処事態合同対策協議会を開催

する場合には、区対策本部として当該協議会へ参加し、緊急対

処保護措置に関する情報の交換や相互協力に努めるものとす

る。 

※ 国の現地対策本部長は、緊急対処保護措置に関する情報を

交換し、それぞれの実施する緊急対処保護措置について相

互に協力するため、必要に応じ、現地対策本部と関係地方

公共団体の緊急対処事態対策本部等による緊急対処事態合

同対策協議会を開催するものとされている。 

第１節 区対策本部の設置指定が行われている場合 

（略）また、警察・消防・自衛隊等関係機関との連携を強化し、

緊急対処保護措置を迅速かつ的確に行うため、必要に応じて区

緊急対処事態現地対策本部等を設置する。 

 

国 

P.117 

第５編第４章 

第３節 大量殺傷物質による攻撃（ダーティボム） 

(3) 対処上の留意事項 

 ① 区は、都及び警察・消防・自衛隊等関係機関と連携し、

速やかに警戒区域を設定するとともに、その区域外におい

て住民等の安全確保及びパニック防止のための措置を講じ

る。 

第３節 大量殺傷物質による攻撃（ダーティボム） 

(3) 対処上の留意事項 

① 区は、都から派遣される緊急時放射線調査チーム及び警

察・消防・自衛隊等関係機関と連携し、速やかに警戒区域

を設定するとともに、警戒区域外において住民等の安全確

保及びパニック防止のための措置を講じる。 

都 

P.118 

第５編第４章 

第３節 大量殺傷物質による攻撃（ダーティボム） 

(3) 対処上の留意事項 

 ③ 医療活動 

区は、都の要請に基づき、東京消防庁の安全管理下にお

第３節 大量殺傷物質による攻撃（ダーティボム） 

(3) 対処上の留意事項 

 ③ 医療活動 

区は、都及び小石川・文京区医師会等と連携し、安全な

都 
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計画変更素案 

該当頁 
新（変更素案） 旧（現行） 備考 

いて、東京ＤＭＡＴによる除染済みの傷病者に対する、都

が実施する緊急被ばく医療活動への協力を行う。 

場所において除染済みの傷病者に対する緊急被ばく医療

活動を実施する。 

P.118 

第５編第４章 

第３節 大量殺傷物質による攻撃（ダーティボム） 

(3) 対処上の留意事項 

 ④ 汚染への対処 

ウ 避難住民等の避難退域時検査及び簡易除染 

区は、都及び自衛隊等関係機関が実施する、避難住民

等（運送に使用する車両及びその乗務員を含む。）の避難

退域時検査及び簡易除染その他放射性物質による汚染の

拡大を防止するため必要な措置に協力する。 

第３節 大量殺傷物質による攻撃（ダーティボム） 

(3) 対処上の留意事項 

 ④ 汚染への対処 

（記載無し） 

 

国 

P.119 

第５編第４章 

第４節 大量殺傷物質による攻撃（生物剤） 

(3) 対処上の留意事項 

 ② 医療活動 

区は、都の要請に基づき、東京消防庁の安全管理下にお

いて、東京ＤＭＡＴによる除染済みの傷病者に対する、都

が実施する医療活動への協力を行う。 

第４節 大量殺傷物質による攻撃（生物剤） 

(3) 対処上の留意事項 

 ② 医療活動 

区は、都及び小石川・文京区医師会等と連携し、安全な

場所において、感染者又はその疑いのある者に対する医療

活動を実施する。 

都 

P.119 

第５編第４章 

第５節 大量殺傷物質による攻撃（化学剤） 

(3) 対処上の留意事項 

 ③ 医療活動 

区は、都の要請に基づき、東京消防庁の安全管理下にお

いて、東京ＤＭＡＴによる除染済みの傷病者に対する、都

が実施する医療活動への協力を行う。 

第５節 大量殺傷物質による攻撃（化学剤） 

(3) 対処上の留意事項 

 ③ 医療活動 

区は、都及び小石川・文京区医師会等と連携し、安全な

場所において、傷病者に対する医療活動を実施する。 

都 

 


